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・北面の東半分は免震工事中で、正面玄関の庇・階段の工事が

完了する予定です。

・Ｂ2階は、柱・梁の補強工事と湧水ピット内補強工事を行なって

　います。

・Ｂ1階は、免震装置取付けが最後の柱となります。

・エレベーター１、２号機は全階工事中です。

・階段は中央と東階段の地下階で工事中です。

○庁舎出入口等通行可能時間(NO.14-2)

・①正面玄関、②西玄関、③東玄関、⑤東側出入口の通行可能

　時間が、７月３日より18時から18時30分に変更になりました。

＊工事についての質問等は下記までご連絡下さい

　中部地方整備局　営繕部
　保全指導・監督室　　奥村　TEL 052 – 953 – 8196

■ ７月の主な作業内容

B1階　免震工事

エレベーター1・2号機前のホールに柱を
新たに構築し、免震装置を取付ます。

正面玄関　鉄骨庇建方中

B1階　食堂

　　コンクリート工事は完了。

　　8月より内装仕上に着手します。

7月予定
鉛プラグ入り積層ゴム

転がり支承

天然ゴム系積層ゴム

取付完了

Ｂ１階　免震装置取付状況

B1階　免震工事

免震装置をそろばんのようなコロを使って、
柱に据え付けます。

■設備等の利用制限
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庁舎への出入口

N

平成18年7月3日からの庁舎出入口等通行可能時間

①
②

③

⑤

自転車置場

④

○印　　通行可

5:00～8：00 8:00～18:30 18:30～22:00 22:00～5:00 5:00～22:00 22:00～5:00

①　正面玄関(庁舎1F北側) ○

②　西　玄関(庁舎1F西側) ○

③　東　玄関(庁舎1F東側) ○ ○ ○

④　守衛室裏東口(庁舎1F東南側) ○ ○

⑤　東側出入口(庁舎敷地東南側) ○ ○ ○ ○ ○

平　　日 休　　日


